
他科受診の手引き(平成 20 年 4 月版) 追補 

平成 21 年 1 月 20 日 

 

平成 20 年 12 月 26 日厚生労働省告示第 568 号及び同日保医発第 1226002 号の内容を踏まえ、標記図書

の以下の部分について、追補いたします。 

 

頁 箇所 訂正前 訂正後 

11 下から 3 行目 

⑦自己連続携行式腹膜灌流に用

いる薬剤 

⑦自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤 

 

⑧在宅血液透析患者（介護老人保健施設

内で人工腎臓を行っている患者）に対す

る 

ア 人工腎臓用透析液 

イ 血液凝固阻止剤 

ウ 生理食塩水 

31 右段下から 7 行目 大臣が定める場合を除き、 大臣が定める場合※を除き、 

31 右のとおり追加 ※別に厚生労働大臣が定める場合＝療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基

づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号、一

部改正；平成 20 年 12 月 26 日厚生労働省告示第 568 号）中の第十二 

一 悪性新生物に罹患している患者に対して抗悪性腫瘍剤（注射薬を除く。）の支給を目

的とする処方せんを交付する場合 

二 疼痛コントロールのための医療用麻薬の支給を目的とする処方せんを交付する場合 

三 抗ウイルス剤（Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免

疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）の支給を目

的とする処方せんを交付する場合 

四 インターフェロン製剤（Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限

る。）の支給を目的とする処方せんを交付する場合 

五 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂（う）回活性複合

体の支給を目的とする処方せんを交付する場合 

六 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤の支給を目的とする処方せんを交付する場

合 

七 診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表第４節区分番号 30 に掲げる特定保

険医療材料の支給を目的とする処方せんを交付する場合 

八 エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血

状態にあるものに対して使用する場合に限る。）の支給を目的とする処方せんを交付す

る場合 

九 ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血

状態にあるものに対して使用する場合に限る。）の支給を目的とする処方せんを交付す

る場合 

十 人工腎臓用透析液（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）の支給を目

的とする処方せんを交付する場合 

十一 血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）の支給を目

的とする処方せんを交付する場合 

十二 生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）の支給を目的と

する処方せんを交付する場合 

【編注】「在宅血液透析を行っている患者」とは、介護老人保健施設入所者であって、

当該介護老人保健施設内で人工腎臓を行っている患者をいう。また、「在宅腹膜灌

流を行っている患者」とは、介護老人保健施設入所者であって、当該介護老人保

健施設内で腹膜灌流を行っている患者をいう。（平成 20 年保医発第 1226002 号） 

 


